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たきざわインフォメーション
市政情報やイベントなど生活に役立つ情報をお知らせします

●問い合わせ　子育て課（☎ 656－ 6520）

保育施設の入所申し込みの受け付け

入
所
申
し
込
み

入
所
決
定

入
所
説
明

第１期入所結果
令和７年２月20日（木）

文書で通知

３月上旬以降実施
日時は施設から連絡

入
所
保
留

第
１
期
締
め
切
り

　
令
和
６
年
12
月
27
日
（
金
）

第
２
期
締
め
切
り

　
令
和
７
年
２
月
28
日
（
金
）

※
第
２
期
以
降
も
受
け
入
れ
可
能
と
な
っ
た

　
場
合
は
、
随
時
入
所
枠
を
公
表
し
ま
す
。

・
決
定
者
の
入
所
辞
退
な

ど
で
入
所
可
能
と
な
っ
た

場
合
は
、
別
途
連
絡
し
ま

す
。

・
4
月
入
所
不
可
の
場
合
、

5
月
以
降
も
継
続
し
て
審

査
を
希
望
す
る
人
は
、
年

度
途
中
入
所
の
可
否
を
継

続
審
査
し
ま
す
。

入所承諾の場合

　
令
和
７
年
度
４
月
の
保
育
施
設

の
入
所
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま

す
。市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、保
育

施
設
の
入
所
を
希
望
す
る
人
は
期

限
内
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
市

に
転
入
予
定
で
住
所
が
確
定
し
て

い
る
人
も
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
復
職
日
が
月
の
15
日
ま

で
の
人
は
、
復
職
日
の
前
月
か
ら

申
請
が
で
き
ま
す
。

　
集
団
生
活
や
新
し
い
環
境
に
無

理
な
く
子
ど
も
が
な
じ
め
る
よ
う

に
、
短
い
保
育
時
間
か
ら
徐
々
に

通
常
の
保
育
時
間
に
し
て
い
く

「
な
ら
し
保
育
」が
お
お
む
ね
２
週

間
程
度
実
施
さ
れ
ま
す
。

復職日 申請可能月

１～ 15日 復職日の前月

16日～末日 復職日の当月

表１　申し込みが可能な時期

●
受
け
付
け

　
初
回
審
査
対
象
は
、
12
月
27
日

（
金
）
ま
で
の
受
け
付
け
分
で
す
。

【
受
付
期
間
】

　
11
月
１
日（
金
）～
12
月
27
日（
金
）

【
受
付
時
間
】

　
平
日
の
午
前
８
時
半
～
午
後
５

時
15
分

【
受
付
場
所
】
子
育
て
課

※�

東
部
出
張
所
や
各
保
育
施
設
で

は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

【
必
要
書
類
】

　
市
指
定
の
入
所
申
込
書
と
必
要

書
類
を
、
子
育
て
課
へ
直
接
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
に
必
要
な
様
式
は
、

11
月
１
日（
金
）以
降
に
子
育
て
課

で
配
布
す
る
と
と
も
に
、
市
H
P

で
公
開
し
ま
す
。

　
必
要
書
類
は
各
家
庭
の
状
況
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。
事
前
に
確
認

の
上
、
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

就
労
証
明
書
は
、
10
月
1
日
以

降
証
明
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

※�

提
出
書
類
に
不
足
や
不
備
が
あ

る
場
合
は
、
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
。

※�

市
外
の
保
育
施
設
は
締
め
切
り

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
認
の
上
、
余
裕
を
持
っ
て
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
市
H
P
か
ら
☞

●
入
所
申
し
込
み
の
流
れ

例）５月 15日までに復職
　　→４月入所申請から申請可能。
　　５月16日～６月15日までに復職
　　→５月入所申請から申請可能。

●
入
所
申
し
込
み
が
可
能
な
人

　
表
２
を
全
て
満
た
す
人
が
申
し

込
み
可
能
で
す
。

※
同
居
し
て
い
る
未
就
学
児
で
、

家
庭
で
の
保
育
を
希
望
す
る
児

童
が
い
る
場
合
は
、
特
段
の
事

情
が
な
い
限
り
、
そ
の
他
の
児

童
の
み
の
申
し
込
み
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
本
年
度
に
申
し
込
み
し
て
い
て

11
月
1
日
現
在
で
入
所
で
き
て

い
な
い
児
童
の
う
ち
、
②
に
該

当
す
る
人
は
再
度
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

表２　入所申し込みが可能な人

①
0～ 5歳の児童で、父母が就労、就学、
出産、疾病、介護、災害、求職などに
より、家庭で保育できない人

②
令和７年４月の保育所（認定こども園
の保育部、小規模保育施設などを含む）
への入所や転園希望者

入　
所


